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第３問

（事案）

ＸはＹ県において浄水器の販売業を営む株式会社であるとこ

ろ、Ｙ県に対して「Ｘが消費者に対して浄水器の購入の勧誘を執

拗に繰り返している。」  との苦情が多数寄せられた。Ｙ県による

実態調査の結果、Ｘの従業員の一部が、購入を断っている消費者

に対して、（ア）「水道水に含まれる化学物質は健康に有害です

よ。」、（イ）「今月のノルマが達成できないと会社を首になるんで

す。人助けだと思って買ってください。」と繰り返し述べて浄水器

の購入を勧誘していたことが判明した。  

そこでＹ県知事は、Ｘに対してＹ県消費生活条例（「条例」とい

う。）第４８条に基づき勧告を行うこととし、条例第４９条に基づ

きＸに意見陳述の機会を与えた。Ｘは、この意見陳述において、

①Ｘの従業員がした勧誘は不適正なものではなかったこと、②仮

にそれが不適正なものに当たるとしても、そのような勧誘をした

のは従業員の一部にすぎないこと、③今後は適正な勧誘をするよ

う従業員に対する指導教育をしたことの３点を主張した。  

しかしＹ県の知事（以下「知事」という。）は、Ｘのこれらの主

張を受け入れず、Ｘに対し、条例第２５条第４号に違反して不適

正な取引行為を行ったことを理由として、条例第４８条に基づく

勧告（以下「本件勧告」という。）をした。本件勧告の内容は、「Ｘ

は浄水器の販売に際し、条例第２５条第４号の定める不適正な取

引行為をしないこと」であった。  

本件勧告は対外的に周知されることはなかったものの、Ｘに対

して多額の融資をしていた金融機関Ａは、Ｘの勧誘についてＹ県

に多数の苦情が寄せられていることを知り、Ｘに対し、Ｘが法令

違反を理由に何らかの行政上の措置を受けて信用を失墜すれば、

融資を停止せざるを得ない旨を通告した。  

Ｘは、融資が停止されると経営に深刻な影響が及ぶことになる

ため、Ｙ県に対し、本件勧告の取消しを求めて取消訴訟を提起し

た。  

（設問）

 Ｘは、本件勧告の取消訴訟において、本件勧告のどのような違

法事由を主張することが考えられるか。また、当該違法事由は認

められるか。  

解答に当たっては、本件勧告が「処分」に当たることと、条例

が適法なものであることを前提とすること。また、手続上の瑕疵

について論じる必要はない。  

基 礎 応 用 4 4 頁 、論 証 集 1 2

頁 、 平 成 3 0 年 予 備 試 験 設

問 2 参 考  
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【資料】Ｙ県消費生活条例（抜粋）  

 

（不適正な取引行為の禁止）  

第２５条  事業者は、事業者が消費者との間で行う取引（中略）に

関して、次のいずれかに該当する不適正な取引行為をしてはなら

ない。  

一～三  （略）  

四  消費者を威迫して困惑させる方法で、消費者に迷惑を覚えさ

せるような方法で、又は消費者を心理的に不安な状態若しくは

正常な判断ができない状態に陥らせる方法で、契約の締結を勧

誘し、又は契約を締結させること。  

五～九  （略）  

（指導及び勧告）  

第４８条  知事は、事業者が第２５条の規定に違反した場合におい

て、消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該

事業者に対し、当該違反の是正をするよう指導し、又は勧告する

ことができる。  

（意見陳述の機会の付与）  

第４９条  知事は、前条の規定による勧告をしようとするときは、

当該勧告に係る事業者に対し、当該事案について意見を述べ、証

拠を提示する機会を与えなければならない。    
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（参考答案）  

１．処分要件の不充足  

（１）条例 48 条に基づく勧告の処分要件は、「事業者が第 25 条の

規定に違反した場合において」、「消費者の利益が害されるおそ

れがあると認めるとき」という 2 段階の構造になっている。  

（２）X は、X の従業員がした勧誘は不適正なものではなかった（①）

から、「事業者」X「が第 25 条の規定に違反した場合」（条例 48

条）という 1 段目の処分要件に当たらないと主張する。  

もっとも、判明している（ア）（イ）の事実からすると、裁判

所において、 X の従業員による勧誘は条例「第 25 条の規定に

違反」すると判断される可能性が高い。  

（３）そこで次に、X は、仮に上記勧誘が不適正なものであり 1 段

目の処分要件に当たるとしても、そのような勧誘を行ったのは

従業員の一部にすぎない（②）から、「消費者の利益が害され

るおそれがあると認められるとき」（条例 48 条）という 2 段目

の処分要件に当たらないと主張する。  

ア．行政裁量の存否は法令の文言と処分の性質から判断する。  

条例 48 条は、2 段目の処分要件について、「消費者の利益

が害されるおそれがあると認めるとき」という不確定概念を

用いて定めている。それは、条例 48 条に基づく勧告につい

ては、消費者問題に関する様々な事情を考慮する必要がある

ことから、消費者問題に関する事情を把握している知事の判

断に委ねる必要があるという趣旨によるものである。そこ

で、 2 段目の処分要件には行政裁量が認められると解する。  

イ．裁量処分の判断過程が合理性を欠く結果、当該処分が社会

観念上著しく妥当を欠く場合には、当該裁量処分には裁量権

の逸脱・濫用があるとして取消事由が認められる（行政事件

訴訟法 30 条）。判断過程の合理性は、他事考慮、考慮不尽及

び考慮事項に対する評価の明白な合理性欠如の有無により

判断される。  

    前記②の事情は、 X による条例 25 条 4 号違反の態様が軽

いことを示すものであり、2 段目の処分要件の判断において

考慮するべき事情である。にもかかわらず、知事は、意見陳

述の機会における X による②の主張を受け入れなかったの

だから、考慮するべき②の事情を考慮しなかったという意味

で、考慮不尽が認められる。そして、知事は、その結果とし

て本件勧告を行ったのだから、考慮不尽により判断過程の合

理性を欠く結果、本件勧告が社会観念上著しく妥当を欠くと

いえる。したがって、処分要件に関する裁量権の逸脱・濫用

が認められ、本件勧告は違法である。  
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２．効果裁量の逸脱・濫用  

（１）X は、仮に処分要件に該当するとしても、②の事情及び従業

員に対する指導教育をしたこと（③）からすれば、本件勧告を

することは効果裁量の逸脱・濫用により違法であると主張す

る。  

（２）条例 48 条が「指導し、又は勧告することができる」として、

措置の内容も含めて知事の選択余地が残るような規定をして

いる。その趣旨は、条例 48 条に基づく措置が不利益処分であ

るために、違反事由の態様や被処分者側の不利益などを考慮し

て措置の内容と必要性について知事の判断に委ねることにあ

る。そこで、措置の要否・内容に関する効果裁量が認められる

と解する。  

   問題となっている勧誘を行ったのは X の従業員の一部にす

ぎないから（②）ため、違反事由の態様は軽微であるともいえ

る。また、X が今後は適正な勧誘をするように従業員に対する

指導教育をしているため（③）、 X の従業員が不適正な勧誘を

継続する危険が相当程度解消されている。にもかかわらず、知

事は、②及び③に関する X の主張を聞き入れなかったのだか

ら、考慮するべき②及び③を考慮しなかったという意味で考慮

不尽が認められる。  

   本件勧告がなされた場合、金融機関がそのことを認識して、

法令違反を理由として行政上の措置を受けた X は信用できな

いとして、X に対する融資を停止する可能性がある。A は、金

融機関 A から多額の融資を受けていたため、仮に金融機関 A

から融資を停止されると、経営に深刻な影響が及ぶことにな

る。そうすると、本件勧告にはこうした重大な不利益が伴う。

にもかかわらず、知事は、この点も考慮していないのだから、

考慮不尽が認められる。  

   そして、知事は、その結果として本件勧告を行ったのだから、

考慮不尽により判断過程の合理性を欠く結果、本件勧告が社会

観念上著しく妥当を欠くといえる。  

したがって、効果裁量の逸脱・濫用が認められ、この意味で

も本件勧告は違法である。              以上  
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第４問  

（事案）  

宗教法人Ａは、Ｂ市内に適当な広さの土地（以下「本件土地」

という。）を所有しており、そこで大規模な墓地（以下「本件墓地」

という。）の経営をするために、「墓地、埋葬等に関する法律」（以

下「法」という。）第１０条第１項に基づき、本件墓地の経営許可

を得るため、Ｂ市長に対して本件墓地の経営許可の申請（以下「本

件申請」という。）をした。  

本件申請に先立ち開催された説明会において、本件土地の周辺

住民は、本件土地周辺の道路の幅員はそれほど広いものではない

ため、墓参に来た者の自動車によって渋滞が引き起こされるこ

と、供物等の放置による悪臭の発生並びにカラス、ネズミ及び蚊

の発生又は増加のおそれがあることなど、生活環境及び衛生環境

の悪化への懸念を示した。Ａは、こうした意見を踏まえて、本件

墓地の設置に当たり、植栽を行うなど、周辺の生活環境と調和す

るように十分配慮した上で、本件申請を行っていた。  

また、宗教法人Ｃは、本件土地から約１００メートル離れた位

置にある土地で約１０年前から小規模な墓地を経営しており、本

件土地において大規模な墓地の経営が始まることを知り、自己が

経営する墓地の経営悪化や廃業のおそれがあることを懸念して

いた。  

Ｂ県知事は、（ア）本件墓地周辺の生活環境及び衛生環境が悪化

する懸念から、周辺住民の反対運動が激しくなったこと、（イ）Ｃ

の墓地を含むＢ市内の墓地の供給が過剰となり、それらの経営に

悪影響が及ぶことの２点を理由として、本件申請に対して不許可

処分（以下「本件不許可処分」という。）を行った。  

 

（設問）  

 Ａが本件不許可処分の取消しを求めて取消訴訟を提起した場

合、Ａは、本件不許可処分が違法であるとして、どのような主張

を行うと考えられるか。また、当該違法事由は認められるか。  

なお、手続上の瑕疵について論じる必要はない。  
 

基 礎 応 用 4 4 頁 、論 証 集 1 2

頁 、 平 成 3 0 年 司 法 試 験 設

問 2 参 考  
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【資料】墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）（抜

粋）  

 

第１条  この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、

国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見

地から、支障なく行われることを目的とする。  

第２条  この法律で「埋葬」とは、死体（中略）を土中に葬ること

をいう。  

２、３  （略）  

４  この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する

施設をいう。  

５  この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都

道府県知事（市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。）

の許可を受けた区域をいう。  

６、７  （略）  

第１０条  墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道

府県知事の許可を受けなければならない。  

２  （略）  
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（参考答案）  

１．X は、本件不許可処分は、周辺住民の反対運動を鎮静化するこ

とを理由とした点と、C の墓地経営の安定を直接的な理由として

いる点において他事考慮があり、裁量権の逸脱・濫用（行政事件

訴訟法 30 条参照）により違法であると主張する。  

２．行政裁量の存否は、法律の文言と処分の性質から判断する。   

法 10 条 1 項は墓地経営の許可基準について具体的に定めてい

ない。その趣旨は、墓地経営の高度の公益性にかんがみ、許否の

判断を知事等（法 2 条 5 項）の公益的見地に基づく判断に委ねる

ことにある。そこで、墓地経営の許可について知事等の要件裁量

が認められると解する。  

３．では、裁量権の逸脱・濫用は認められるか。  

（１）裁量処分の判断過程が合理性を欠く結果、当該処分が社会観

念上著しく妥当を欠く場合には、当該裁量処分には裁量権の逸

脱・濫用があるとして取消事由が認められると解する（行政事

件訴訟法 30 条）。判断過程の合理性は、他事考慮、考慮不尽及

び考慮事項に対する評価の明白な合理性欠如の有無により判

断される。  

（２）以下では処分理由ごとに検討する。  

  ア．処分理由（ア）  

    法の趣旨は、「墓地…等が、国民の宗教的感情に適合し、

且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われ

ること」にある。墓地周辺の生活環境・衛生環境は、墓地等

の「公衆衛生」に直接関わるものとして、直接に考慮される

べき事情である。  

    周辺住民の反対運動が激しくなったことは、墓地周辺の生

活環境・衛生環境と直接の関係がないから、これを直接考慮

することはできない。  

確かに、本件墓地周辺の生活環境等が悪化する程度及び危

険性を示す事情の一つとして、周辺住民の反対運動が激しく

なったという事実を考慮しているにとどまるのであれば、あ

くまでも墓地周辺の生活環境等を直接の理由として考慮し

ていることになるから、他事考慮には当たらない。  

しかし、A は、本件墓地の設置に当たって、植栽を行うな

ど、周辺の生活環境と調和するよう十分配慮していた。にも

かかわらず、B 市長が不許可の判断をしたのは、激化しつつ

ある反対運動を鎮静化するためであると考えられる。そうす

ると、B 県知事は、反対運動の鎮静化を直接の理由として考

慮したとして、他事考慮が認められる。  

イ．処分理由（イ）  
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既存墓地の経営の安定は、上記の法の趣旨に直接関わるも

のではない。そうすると、既存墓地の経営の安定は、既存墓

地がその経営の悪化により十分な管理をすることができな

くなり荒廃するなどの事態を避けるために、墓地が「国民の

宗教的感情」と「公衆衛生」に適合する状態を維持する手段

として考慮できるにとどまるから、これを直接に考慮するこ

とはできない。  

確かに、B 県知事が既存墓地の経営の安定を直接の理由と

して本件不許可処分をしたのであれば、他事考慮に当たる。 

しかし、 B 県知事が特定の墓地の経営の安定ではなく、 C

の墓地を含む B 市内の墓地の経営に悪影響が及ぶことを理

由としていることから、墓地が「国民の宗教的感情」と「公

衆衛生」に適合する状態を維持する手段として、C の墓地を

含む B 市内の墓地の経営に悪影響が及ぶことを考慮してい

るにとどまる。  

したがって、（イ）の点は他事考慮に当たらない。  

  ウ．結論  

    B 県知事が（ア）の理由だけでも本件不許可処分をしてい

たのであれば、本件不許可処分は他事考慮により判断過程の

合理性を欠く結果として社会観念上著しく妥当を欠くもの

であるといえるから、裁量権の逸脱・濫用により違法である。                       

以上  
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